
平生町建設工事最低制限価格制度実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、平生町が競争入札（以下「入札」という。）により建設工事の請負契約

を締結しようとする場合において、平生町財務規則（平成２３年規則第１号）第９４条の

規定により最低制限価格を設けることに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象工事） 

第２条 この要領において、最低制限価格の対象とする工事（以下、「対象工事」という。）

は、設計金額（消費税及び地方消費税の額を含む）が２００万円未満の町単独工事を除く

入札を行う建設工事を対象とする。 

 

（最低制限価格の算定方法） 

第３条 最低制限価格は、次により算出した額とする。なお、工事費構成については、「「山

口県低入札価格調査実施要領」及び「山口県建設工事最低制限価格制度実施要領」に係る

取扱いについて」を用いることとする。 

（１）土木系工事（土木等一般工事） 

予定価格の算出基礎となった「直接工事費の１０／１０＋共通仮設費の１０／１０＋

現場管理費の９／１０＋一般管理費等の７．５／１０」（各費目毎に所定の率を乗じたも

の（小数点以下切捨）を合計）を次の①から③のとおり切り上げた価格とする。 

①１，０００万円以上の場合は１０万未満を切り上げた価格とする。 

②１００万円以上１，０００万円未満の場合は１万円未満を切り上げた価格とする。 

③１００万円未満の場合は千円未満を切り上げた価格とする。 

（２）土木系工事（土木系機械設備工事及び土木系電気設備工事） 

予定価格の算出基礎となった「直接工事費の１０／１０＋機器単体費※の９．５５／１

０＋共通仮設費の１０／１０＋現場管理費の９／１０＋一般管理費等の７．５／１０」

（各費目毎に所定の率を乗じたもの（小数点以下切捨）を合計）を第３条－（１）－①

から③のとおり切り上げた価格とする。 

※〇機器単体費とは、「当該機器の製作工場等において機能や性能の確認（品質証明等を

含む）がなされて調達されるもので、施工現場等において加工等を必要としないもの」

を調達する費用をいう。 

（３）営繕系工事（建築工事、営繕系機械設備工事、営繕系電気設備工事及び解体工事） 

予定価格の算出基礎となった「直接工事費の１０／１０＋共通仮設費の１０／１０＋

現場管理費の９／１０＋一般管理費等の７．５／１０」（各費目毎に所定の率を乗じたも

の（小数点以下切捨）を合計）を第３条－(１)－①から③のとおり切り上げた価格とす

る。 

営繕系工事において直接工事費の額は、直接工事費から現場管理費相当額を減じた額

とし、現場管理費の額は、現場管理費に直接工事費から減じた現場管理費相当額を加え

た額とする。 

なお、現場管理費相当額は、以下によるものとする。 

  ア イを除く営繕系工事 

    直接工事費に１０分の１を乗じた額（小数点以下切捨） 

  イ 営繕系工事のうち昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とし

た工事 

    直接工事費に１０分の２を乗じた額（小数点以下切捨） 



（予定価格調書への記載） 

第４条 対象工事に係る最低制限価格を設定したときは、当該最低制限価格を予定価格調書

に記載するものとする。 

２ 最低制限価格に満たない価格による入札が行われたときは、入札価格調書に当該入札に

おいて無効と決定した旨を記載するものとする。 

 

（入札参加者への周知） 

第５条 入札執行者は、最低制限価格が設定されていること、及び最低制限価格を下回る入

札が行われた場合は当該入札をした者は落札者となれないことを入札執行前に周知する。 

 

（落札者の決定） 

第６条 入札執行者は、最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内の価格で

最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者

を落札者とする。 

 

（委任） 

第７条 この要領の実施に関し必用な事項は、指名審査会に諮って決定するものとする。 

 

附  則 

  この要領は、平成２２年５月１０日から施行する。 

附  則 

  この要領は、平成２４年５月１日以降入札公告又は指名通知するものから適用する。 

附  則 

 この要領は、平成２６年４月１日以降入札公告又は指名通知するものから適用する。 

附  則 

  この要領は、平成２７年４月１日以降入札公告又は指名通知するものから適用する。 

附  則 

  この要領は、平成２８年５月１６日から施行する。 

附  則 

  １ この要領は、令和２年３月４日から施行する。 

２ 平生町建設工事（単独事業）最低制限価格制度実施要領は、この要領施行日に廃止

する。 

附  則 

  この要領は、令和３年５月１０日から施行する。 

附  則 

  この要領は、令和４年５月２０日から施行する。 

附  則 

  この要領は、令和５年５月１８日から施行する。 

附  則 

  この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

附  則 

  この要領は、令和８年５月１３日から施行する。 


